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 発達障害の理解と支援のために 

はじめに     

平成 17 年 4 月に「発達障害者支援法」が施行されました。自閉症・アスペルガー症候

群、注意欠陥／多動性障害、学習障害などを「発達障害」と総称して、それぞれのライ

フステージに応じた支援を、国・自治体･国民の責務として決めた法律です。 

この法律に基づき静岡市発達障害者支援センターが、平成 19 年 10 月 1 日に静岡医療福

祉センター内に開設されました。開設に際して、発達障害の地域での理解と支援を図る

ために、この冊子が作られました。 

   平成 14 年に文部科学省が約 4 万人の小中学生を対象に、担任教師に対する質問の形式

で教育上の配慮を必要とする児童・生徒の全国調査を行った結果、通常学級で「知的発

達に遅れはないものの学習面や行動面で著しい困難を示す」と担任教師が回答した児童

生徒の割合は全体の６．３％で、学習面で困難を示すものが４．９％、行動面で困難を

示すものが２．９％と報告されています。40 人学級だと２から３人に支援が必要という

ことになります。 

 １歳半、２歳健診の問診で気になる子を挙げていくと５～１０％も育てにくさを親が

感じている子どもがいます。幼児期は園の集団生活の中で落ち着きのなさや、切れやす

さが気になる子が多くなったことが指摘されています。 

 発達障害児を早期に発見し、こどもの特性に合わせた環境の工夫と適切な関わり方を

することは、統合保育、教育の中でその周辺の子ども達にも安定した保育・教育環境を

提供することになります。 

   行政と医療・療育機関と保育・教育機関が連携し、適切な環境づくりをしていくこと

が必要です。そのためには、ちょっと気になる子→発達障害の理解と支援の正しい知識・

技術が拡がっていくことが必須です。また、地域社会が学校卒業後の発達障害者の方々

へのサポートを多く用意し、優しい街であるために、今後発達障害への啓発や福祉が拡

がっていくことを期待します。 

発達障害の方々が、より充実・安心した社会生活を送るために、地域の皆さんの理解

と協力をお願いします。 
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